
年度

１　指定地球温暖化対策事業者の概要

 (1)　指定地球温暖化対策事業者及び特定テナント等事業者の氏名

 (2)　指定地球温暖化対策事業所の概要

平成２２年度８月改正版

事 業 の 概 要

敷 地 面 積

用
途
別
内
訳

事 業 所 の 名 称

事 業 所 の 所 在 地

分 類 番 号

産業分類名

業
種
等

2010

指定地球温暖化対策事業者
又は特定テナント等事業者の別

事業所
の種類

主たる用途

建 物 の 延 べ 面 積
（熱供給事業所にあっては熱供給先面積）

事 務 所

情 報 通 信

放 送 局

商 業

宿 泊

2,897

㎡

㎡

医 療

文 化

物 流

駐 車 場

基準年度

教 育

不動産の賃貸として所有及び管理している。
・2006年7月竣工
・地上21階、地下3階、塔屋2階
・21階、3,2階は商業、1,B1Fは飲食店、5～20階事務所

3,418

基準年度

前年度末 2,827
前年度末工場その他上記以外

前年度末 ㎡

指定地球温暖化対策事業者

特定テナント等事業者

特定テナント等事業者

飯野海運　株式会社

前年度末

太陽生命保険株式会社

大同生命保険株式会社

㎡

基準年度

24,457

㎡

前年度末

前年度末

㎡
前年度末 ㎡ 基準年度 ㎡

4,833

地球温暖化対策計画書

事業の
業　種

氏名（法人にあっては名称）

不動産賃貸業・管理業

汐留芝離宮ビルディング

㎡ 基準年度

東京都港区海岸1丁目2番3号

K_不動産業_物品賃貸業 不動産賃貸業・管理業

㎡

前年度末 ㎡

㎡

㎡㎡

前年度末

基準年度

㎡

K69

㎡

基準年度

前年度末 ㎡
㎡

基準年度

㎡ 基準年度

基準年度 ㎡
㎡ 基準年度 2,827 ㎡

2,897

㎡

35,015

24,457

4,833

基準年度

事務所、店舗

35,015

㎡
㎡

前年度末

前年度末

2010 /06/25



 (3)　担当部署

 (4)　地球温暖化対策計画書の公表方法

 (5)　指定年度等

2 平成18年3月31日以前

年 月 日

２　地球温暖化の対策の推進に関する基本方針

３　地球温暖化の対策の推進体制

当社は、経営理念の一つに「法令を遵守し社会と環境に十分配慮」、また、行動憲章の一つに「環境保全-当社
の事業から生ずる環境の負荷を低減するため、内外の関連法規ならびに国際ﾙｰﾙを遵守し、海洋、大気、港湾、
建造物、土壌の環境保全に努める」を掲げている。これに基づき、次の点を重視し温暖化対策に取り組む。
・ﾋﾞﾙにおける省ｴﾈ対策
　ﾋﾞﾙ所有者として可能な対策は優先的に行うと共に、ﾃﾅﾝﾄの協力が必要な対策についてはﾃﾅﾝﾄと協議の上実施
する。
・当社はISO14001を取得しており、省ｴﾈの普及・啓発について継続的に社員の意識の向上を図る。

公表方法

冊 子

そ の 他

平成18年4月1日
以降

03-5408-0443

名 称

入手方法：

特定地球温暖化対策事業所 年度

公 表 の
担当部署

ホームページで公表

電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

電 話 番 号

ikk_soumu3@ex.iino.co.jp

指定地球温暖化対策事業所 年度

ﾌ ｧ ｸ ｼ ﾐ ﾘ 番 号

電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

連
絡
先

電 話 番 号

計 画 の
担当部署

飯野海運株式会社　不動産営業グループ　ビル事業チーム

03-5408-0355

03-5408-0378

飯野海運株式会社　不動産営業グループ　ビル事業チーム

http://www.iino.co.jpアドレス：

閲覧場所：

飯野海運株式会社　総務企画グループ　総務チーム

03-5408-0763

bilｌji3@ex.iino.co.jp

港区芝公園1-7-13芝大門ﾌﾛﾝﾄﾋﾞﾙ

09:00～17:00(平日のみ）閲覧可能時間

冊子名：

所在地：窓 口 で 閲 覧

別紙参照

名 称

147

2009

2009

事　業　所　の
使用開始年月日 平成18

連
絡
先

ﾌ ｧ ｸ ｼ ﾐ ﾘ 番 号



４　温室効果ガス排出量の削減目標（自動車に係るものを除く。）
 (1)　現在の削減計画期間の削減目標

 (2)　次の削減計画期間以降の削減目標

５　温室効果ガス排出量（自動車に係るものを除く。）

 (1)　温室効果ガス排出量の推移 単位：ｔ（二酸化炭素換算）

(2)　建物の延べ面積当たりの特定温室効果ガス年度排出量の状況 単位：kg（二酸化炭素換算）/㎡・年

年度 年度2009 年度

2014

2015 2019年度から

年度から

社員・入居ﾃﾅﾝﾄと一体となって運用対策を実施する事により、総量削減義務
（８％見込み）以上の削減を目指す。
ｵｰﾅｰとして：①共用部の照度低下及び照明時間の短縮
　　　　　　②ﾋﾞﾙ空調時間の短縮及び給排気ﾌｧﾝの運転時間短縮
ﾃﾅﾝﾄとして：①事務室内の照度低下
　　　　　　②事務室内の設定温度調整

2010 年度まで

年度 年度年度年度2009 年度

削 減
目 標

水道の使用及び下水道への排出については、社員に対し節水を啓蒙してい
る。

17,230

年度まで

8.0%

Ⅰ－１ｔ（二酸化炭素
換算）/年3,745

ｔ（二酸化炭素
換算）

特 定 温 室 効果
ガ ス 以 外 の
温室 効果 ガス

合 計

排 出 上 限 量
(削減義務期間合計)

3,638

そ
の
他
ガ
ス

20

特定温室効果ガス
（エネルギー起源CO2）

計 画
期 間

特 定 温 室
効 果 ガ ス

ﾊ ﾟ ｰ ﾌ ﾙ ｵ ﾛ ｶ ｰ ﾎ ﾞ ﾝ
（ PFC ）

103.3

年度

3,618

削 減
目 標

削 減
義 務
の
概 要

特 定 温 室
効 果 ガ ス

特定 温室 効果
ガ ス 以 外 の
温室 効果 ガス

基 準 排 出 量

延 べ 面 積 当 た り
特 定 温 室 効 果 ガ ス
年 度 排 出 量

六 ふ っ 化い おう
（ SF6 ）

上 水 ・ 下 水

計 画
期 間

削減義務
率の区分
平均削減
義 務 率

社員・入居ﾃﾅﾝﾄと一体となって運用対策及び照明器具のLED化等を実施する事
により、総量削減義務（１７％見込み）以上の削減を目指す。

現在と同様に引続き運用対策を実施することにより削減目標量を達成する。

年度

非エネルギー起源
二酸化炭素（CO2）
メ タ ン
（ CH4 ）
一 酸 化 二 窒 素
（ N2O ）
ﾊｲﾄﾞﾛﾌﾙｵﾛｶｰﾎﾞﾝ
（ HFC ）



６　総量削減義務に係る状況（特定地球温暖化対策事業所に該当する場合のみ記載）

 (1)　基準排出量の算定方法

）

）

 (2)　基準排出量の変更

 (3)　削減義務率の区分

 (4)　削減義務期間

 (5)　優良特定地球温暖化対策事業所の認定

 (6)　年度ごとの状況 単位：ｔ（二酸化炭素換算）

 (7)　特定温室効果ガスの排出量の増減に影響を及ぼす要因の分析

削 減 義 務
期 間 合 計

基 準排 出量
(A)

削 減 義 務 率
(B)

特定温室効果
ガス排出量(E)

8.0% 8.0%

1,495

17,230排 出 上 限 量
（C＝∑A-D）

削 減 義 務量
(D＝∑ (A× B))

過去の実績排出量の
平 均 値
排出標準 原単 位を
用 い る 方 法

そ の 他

特 に 優 れ た
事業所 への 認定

年度から

極 め て 優 れ た
事業所 への 認定

変更年度

2010

決
定
及
び
予
定
の
量

8.0%

2013年度 2014年度

2013年度 2014年度

変更理由

2010年度 2012年度

2014

2011年度

削減義務率の区分 Ⅰ－１

変更年度

年度まで

2010年度 2011年度 2012年度

3,745 3,745 3,745 3,745 18,725

8.0% 8.0%

3,745

省エネベルトの採用、空調運転開始時間の変更等を実施した結果、特定温室効果ｶﾞｽの排出量が減少した。

排 出削 減量
（F＝A - E）

実
績

年度

年度 変更理由

基準年度：（

算定方法：（

変更年度 変更理由

年度

2007年度、2008年度



７　温室効果ガス排出量の削減等の措置の計画及び実施状況（自動車に係るものを除く。）

区 分
番 号 区 分 名 称

1 120300 12_運転管理及び効率管理 ｺｼﾞｪﾈ運転時間の見直し 2010年4月より

2 130100 13_空気調和の管理 省ｴﾈﾌｧﾝﾍﾞﾙﾄへの更新 2008年度より実施

3 130100 13_空気調和の管理 空調機運転時間の短縮(平均40分） 2010年9月より

4 130100 13_空気調和の管理 夏の設定温度のを2年間で1度緩和（毎年0.5
度） 2010年6月より

5 130100 13_空気調和の管理 冬の設定温度のを2年間で1度緩和（毎年0.5
度） 2010年12月より

6 130300 13_換気設備の運転管理 給排気ﾌｧﾝ運転時間の短縮 2010年4月より

7 150200 15_照明設備の運用管理 ELVﾎｰﾙの照度調整 2010年8月より

8 150200 15_照明設備の運用管理 外構照明の点灯時間見直し 2010年6月より

9 150200 15_照明設備の運用管理 下層階共用部の点灯時間見直し 2010年8月より

10 150200 15_照明設備の運用管理 上層階事務所内照度を700 lxに調整 2010年8月より

11 150200 15_照明設備の運用管理 公共部照明のLED化 未定

12 150200 15_照明設備の運用管理 B2F共用廊下照明に人感ｾﾝｻｰ採用 未定

13 150300 15_事務用機器等の管理 自動販売機の消灯 2010年8月より

14 180100 18_排出量取引 未定

15 180200 18_その他 夏場の便座保温OFF(現在温度低） 2010年8月より

備 考対策
Ｎｏ

対策の区分
対 策 の 名 称 実 施 時 期



８　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価（自動車に係るものを除く。）

　当社では、経営理念の一つである「法令に遵守し社会と環境に十分配慮」に基づき、日頃から地球温暖化対策
につき積極的に取り組んでいる。
　具体的には以下内容の通り取り組んだことにより、社員及びﾃﾅﾝﾄ事業者従業員の省ｴﾈに対する意識向上に寄与
することができた。

〔１〕事業所での省ｴﾈの取組
　　（１）地球温暖化対策会議（ｵｰﾅｰとﾃﾅﾝﾄ）を開催し以下実施
　　　　①ﾋﾞﾙ空調時間の短縮及び給排気ﾌｧﾝ運転時間の短縮
　　　　②ﾃﾅﾝﾄ事務室の照度低下
　　　　③ﾃﾅﾝﾄ事務室の設定温度調整
　　（２）省ｴﾈ対策小委員会（ｵｰﾅｰ）を開催し以下実施
　　　　①共用部の照度低下
　　　　②共用部の照明時間の短縮

〔２〕社員・入居ﾃﾅﾝﾄに対する環境意識向上のための啓蒙活動
　　　当社は、ISO14001を取得しており広く社員に対し、省ｴﾈの普及・啓蒙について意識の向上を図っており、
　　昼休み中の消灯及び事務室内温度調整を行っている。
　　　また、入居ﾃﾅﾝﾄ及び館外よりの顧客に対しても、同意識向上の為、省ｴﾈﾎﾟｽﾀｰを掲示している。



　

 

自らの貨物等の搬入のため他者の自動車を利用しているとき。

施設利用者等の貨物等の搬入等のため指定地球温暖化対策事業者以外の者の自動車を利用し
ているとき。

実
施
中

今
後
実
施

○

該
当
し
な
い

実
施
し
な
い

検
討
中

○

○

○

物流効率化の推進に
よる交通量の抑制

○

○

９　自動車に係る地球温暖化の対策

 　ア　基本方針

基本方針 ①商品等の搬入時には、低公害・低燃費車を使用することをテナントに対して求める。
②アイドリングストップ及びエコドライブの徹底についてテナントを通じて運送業者に求める。

対策内容

 (2)　他者の自動車を利用する場合の地球温暖化の対策

 (1)　自動車を自ら使用する場合の地球温暖化の対策

 　イ　他者の自動車を利用する場合の地球温暖化の対策

積載効率向上の為、過度の包装等を見直すよう、施設利用者等に対して
働きかける

取組状況

低公害・低燃費車等
の利用割合の向上

低公害・低燃費車の利用割合の向上

環境負荷の大きな自動車の利用抑制

テナントを通じて運送業者に協力を求める

テナントを通じて運送業者に協力を求める

エコドライブの推進を求める掲示物を施設内に掲示する

事業所に搬入される貨物等１トンキロ当たりの二酸化炭素（ＣＯ２）排出量 ｋｇ／ｔ・ｋｍ

エコドライブの推進

体制の整備

貨物輸送以外の自動
車交通量対策

施設利用者に対してエコドライブの推進等を働きかける

当ﾋﾞﾙは駅より近い為、来訪者の自動車使用を抑制する為の取組を行う


